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●空き巣   ４件 ●人身交通事故 14 件 

●自転車盗  ８件 ●物件交通事故 56 件 

●色情ねらい ２件 ●喧嘩トラブル 25 件 

●自販機ねらい３件  

 

 
◯ 夕暮れ時と夜間における歩行者・自転車の交通事故防止 

  ～夕暮れ時の早めのライト点灯 

◯ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

 ～横断歩道を渡る際の車両運転者への意思表示（ﾊﾝﾄﾞｻｲﾝ） 

◯ 飲酒運転の根絶及び危険運転等の防止 

 ～飲酒運転は「しない、させない、ゆるさない」 

 毎年 12 月 10 日から 12 月 16 日は「北朝鮮

人権侵害問題啓発週間」です。 

 拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による

人権侵害問題について関心と認識を深めてい

くことが大切です。 

 警察では、拉致容疑事案及び拉致の可能性

を排除できない事案について、広く情報を求

めています。 

情報提供先 県警察本部外事課 

情報提供専用ダイヤル  

       ０４８ー８３８ー３７５９ 

 年末年始にむけて各種犯罪の発

生が予想されます。防犯意識を高

め被害にあわないよう注意しまし
ょう！ 

※電話相談 
 月曜日から金曜日まで 
 8:15～17:15 
 (祝・祭日、年末年始を除く) 
 フリーダイヤル(FAX 兼用） 
 ℡ 0120-381858 

 犯罪や交通事故などの被害による心

の悩みや精神的不安に関する相談を受

け付けています。こちらで話された内

容が他人に漏れることはありません。 

 

 

☆ 「ホットライン通報」時の聴取にご協力を ☆ 
 

 警察では、金融機関やコンビニエンススト
アに対し、高額の引出しをする高齢者、高額
の電子マネーの購入者等を発見した際、特殊
詐欺被害の水際防止のため「ホットライン通
報」をお願いしています。 
 金融機関等から連絡を受けた場合、警察官
が確認に行きますが、聴取等のご協力をお願
いいたします。 

 
岩槻警察署ホームページの二次元コードです。ご覧ください。→ 


